
課税関係訴訟事件一覧表（前月からの更新分）

№

局 主税目等 原告等 被告等
経
過 概要等

課
税

年
度

処
分
部
署 担当者 裁判所 事件番号 提訴年月日 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

控
訴
人 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

上
告
人 判決日等

結
果

基本情報 争点等 第一審 控訴審 上告審

360 関信 所得税
国(水戸税
務署長)

完
結

不当利得返還請求。仮執行宣言申立てあり。
原告が行った2回の修正申告は、いずれも無効である
か否か。
(本人訴訟)

26
税
務
署

水戸地
方2

R1.12.26 R4.5.26
棄
却

東京高
等23

R4.6.10
相
手
側

R5.1.18
棄
却

東京高
等23

R5.2.1
相
手
側

R5.7.7
棄
却

425 東京 所得税
国(渋谷税
務署長)

係
属

(1) 本件各更正処分の理由の提示に不備があるか否
か。
(2) 本件各為替差益を所得として認識すべきか否か。
(3) 原告が本件各為替差益を申告しなかったことにつ
き、国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があ
るか否か。

26.3

資
料
調
査
課
等

東京地
方3

R2.12.25 R4.8.31
棄
却

東京高
等20

R4.9.26
相
手
側

R5.5.24
棄
却

東京高
等20

R5.6.16
相
手
側

433 関信 消費税
国(新潟税
務署長)

未
確
定

　住宅の貸付けに係る賃貸料収入が発生する販売用
建物の購入は、消費税法30条2項(仕入れに係る消費
税額の控除)の適用に当たり、「課税資産の譲渡等に
のみ要するもの」又は「課税資産の譲渡等とその他の
資産の譲渡等に共通して要するもの」のいずれに該当
するか。

27.3
～

30.3

税
務
署

東京地
方38

R3.2.16 R5.8.29
棄
却

457 東京 消費税
国(芝税務
署長)

未
確
定

課税仕入れのうち、住宅用に賃貸されている販売用建
物の購入は、消費税法30条2項(仕入れに係る消費税
額の控除)の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にの
み要するもの」と「課税資産の譲渡等とその他の資産
の譲渡等に共通して要するもの」のいずれに該当する
か。

27/3
～

31/3

税
務
署

東京地
方51

R3.6.25 R5.8.22

却
下
棄
却

491 東京 所得税
国(目黒税
務署長)

未
確
定

(1) 原告が発行会社から与えられた株式を取得する権
利(本件権利)の付与は、所得税法施行令84条5号に
規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金
額である場合」(有利な金額で株式を取得する場合)に
該当するか否か。
(2) 仮に本件権利の付与が有利な金額で株式を取得
する場合に該当する場合、本件権利の講師による経
済的利益の価額は幾らか(当該経済的利益の価額を
計算する際の株式の価格(株式の時価)は幾らか。)。

25

資
料
調
査
課
等

東京地
方3

R3.4.5 R4.12.21
棄
却

東京高
等5

R5.1.3
相
手
側

R5.8.2
棄
却

499 東京 所得税
国(日本橋
税務署長)

完
結

相手側の被合併法人が適格分割に該当するとして
行った分割は適格分割に該当せず、分割により移転し
た資産及び負債は当該分割時の価額により譲渡した
ものとされることから、当該譲渡により生じる譲渡利益
の額は益金の額に算入されるとして行った更正処分に
おいて、①更正の理由付記に不備があるか、②当該
譲渡利益の額の認定に誤りがあるか。

26/1
2
～

27/1
1

調
査
部

東京地
方2

R3.12.2 R5.7.20

全
部
敗
訴

505 関信 相続税
国(諏訪税
務署長)

係
属

　原告が支払った青色事業専従者給与の金額につい
て適正かどうか。
　所得税法第57条第1項の法令解釈の違憲性につい
て
(本人訴訟)

28
～
30

税
務
署

長野地
方

R4.1.31 R4.12.9
棄
却

東京高
等8

R4.12.23
相
手
側

R5.8.3
棄
却



課税関係訴訟事件一覧表（前月からの更新分）

№

局 主税目等 原告等 被告等
経
過 概要等

課
税

年
度

処
分
部
署 担当者 裁判所 事件番号 提訴年月日 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

控
訴
人 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

上
告
人 判決日等

結
果

基本情報 争点等 第一審 控訴審 上告審

507 東京 消費税
国(麹町税
務署長)

未
確
定

　消費税法30条2項(仕入れに係る消費税額の控除)の
適用に当たり、住宅として賃貸される販売用建物の購
入は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と「課税
資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要
するもの」のいずれに該当するか。

28/5
～

元/5

税
務
署

東京地
方38

R3.12.21 R5.8.29
棄
却



課税関係訴訟事件一覧表（前月からの更新分）

№

局 主税目等 原告等 被告等
経
過 概要等

課
税

年
度

処
分
部
署 担当者 裁判所 事件番号 提訴年月日 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

控
訴
人 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

上
告
人 判決日等

結
果

基本情報 争点等 第一審 控訴審 上告審

532 大阪
所得税
(譲渡)

国(明石税
務署長ほ
か１名)

係
属

1 本件各処分において取り消すべき違法はあるか否
か
2 本件において、国賠法1条1項の損害賠償が認めら
れるか否か
（本人訴訟）
（請求金額596千円、仮執行宣言なし）

30
税
務
署

神戸地
方2

R4.4.27 R5.3.28

却
下
棄
却

大阪高
等14

R5.4.13
相
手
側

546 広島 所得税
国(岡山東
税務署長)

未
確
定

原告の本件年分の所得金額の計算上、連帯保証債務
により差し押さえられた給与の額を総収入金額から差
し引くべきか否か

1
税
務
署

東京地
方38

R4.9.5 R5.8.1
棄
却

574 熊本 法人税
国(鹿児島
税務署長)

未
確
定

　利子及び配当等から源泉徴収された本件所得税額
が法人税から控除できるか否か。

2.4
～
3.3

税
務
署

東京地
方51

R4.12.27 R5.7.20

却
下
棄
却

599 大阪 法人税
国(姫路税
務署長)

完
結

本件訴訟に訴えの利益があるか否か。
（本人訴訟）

27/1
2
～

28/1
2

税
務
署

神戸地
方2

R5.1.11 R5.2.2
却
下

大阪高
等6

R5.2.7
相
手
側

R5.7.27
棄
却

621 関信 消費税
国(浦和税
務署長)

完
結

　同族会社である賃借人との間で、用途を居住用及び
事業用を問わない旨定めている建物の貸付が、消費
税法別表第一第13号の「貸付に係る契約において人
の居住の用に供することが明らかにされているもの」
に該当するか。

28/3
、

29/3

税
務
署

東京地
方38

R5.6.14 R5.8.14
取
下
げ

625 大阪 所得税
国(枚方税
務署長)

係
属

（1） 原告は平成28年及び29年に本件賃料を得たか否
か
（2） 平成29年分及び30年分の不動産所得の金額にお
いて、65万円の青色申告特別控除の適用があるか否
か

28
～
30

税
務
署

大阪地
方7

R5.7.18

626 大阪 消費税
国(姫路税
務署長)

係
属

（1） H29年12月課税期間ないしR元年課税期間の消費
税等の還付を求めることができるか（基準期間の課税
売上高が1,000万円を超えているか）
（2） 金地金取引から生じる収益は、原告に帰属するか
否か

29/1
2
～
元

/12、
2/3、
2/6

税
務
署

大阪地
方7

R5.7.11

627 東京 所得税
国(麻布税
務署長)

係
属

（1） 相手側の破産手続開始の決定後に破産財団に属
する株式についてなされた剰余金の配当は、所得税
法９条１項10号に規定する「資産の譲渡」に該当する
か否か。
（2） 相手側の破産手続を行う破産管財人は、相手側
に対する配当の支払について、所得税法181条1項又
は租税特別措置法９上の２第２項に規定する源泉徴
収義務を負うか否か。
（3） 相手側の破産手続を行う破産管財人は、相手側
に対する配当に係る所得について、確定申告及び納
付の義務を負うか否か。

2
税
務
署

東京地
方2

R5.3.17



課税関係訴訟事件一覧表（前月からの更新分）

№

局 主税目等 原告等 被告等
経
過 概要等

課
税

年
度

処
分
部
署 担当者 裁判所 事件番号 提訴年月日 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

控
訴
人 判決日等

結
果 裁判所 事件番号 提訴年月日

上
告
人 判決日等

結
果

基本情報 争点等 第一審 控訴審 上告審

628 東京 所得税
国(大和税
務署長)

係
属

（1） 相手側の国外居住親族について、所得税法84条
に規定する扶養控除の適用があるか否か。
（2） 本件における所得税等の各更正処分は、信義則
に反する違法な処分か否か。
（3） 本件における所得税等の各更正処分は、租税公
平主義に反する違法な処分か否か。

28
～
2

税
務
署

東京地
方51

R5.8.14

629 大阪 法人税
国(南税務
署長)

係
属

1　本件支出額は、原告から本件役員に対する給与等
に該当するか否か
2　本件各処分に理由附記の不備があるか否か
3　本件の調査に処分が取り消されるべき違法事由が
あるか否か
（消費税、源泉所得税）

28/1
2
～

30/1
2

調
査
部

大阪地
方2

R5.7.26

630 札幌 法人税
国(岩見沢
税務署長)

係
属

確定申告書に証明書が添付されていなくても措置法
61条の２第１項の規定を適用することができるか否
か。

1/12
税
務
署

札幌地
方5

R5.7.26

631 札幌 国賠 国
係
属

本件において、国賠法上の違法が認められるか否
か。

-
税
務
署

札幌地
方3

R5.8.4

632 札幌 国賠 国
係
属

本件において、国賠法上の違法が認められるか否
か。

-
税
務
署

札幌地
方3

R5.8.4

633 関信 消費税
国(桐生税
務署長)

係
属

同族会社である賃借人との間で、用途を居住用及び
事業用を問わない旨定めている建物の貸付が、消費
税法別表第一第13号の「貸付に係る契約において人
の居住の用に供することが明らかにされているもの」
に該当するか

28/1
2

税
務
署

東京地
方38

R5.8.8

634 札幌 国賠 国
係
属

本件において、国賠法上の違法が認められるか否
か。

-
税
務
署

札幌地
方1

R5.8.4

635 札幌 国賠 国
係
属

本件において、国賠法上の違法が認められるか否
か。

-
税
務
署

札幌地
方1

R5.8.4


